
令和７年度
江戸川区認可外保育施設集団指導

（居宅訪問型保育事業（個人））

～制度概要編～

子ども家庭部子育て支援課

指導検査係
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江戸川区が指導監督を行うこととなった経緯

◆令和2年4月1日児童相談所（はあとポート）が
江戸川区に設置

◆「児童相談所設置市の事務」が東京都から
江戸川区へ移管された。

◆認可外保育施設に関する指導監督が、
児童相談所設置市の事務として東京都から
江戸川区へ移管された。
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1. 認可外保育施設の概要

◆保育を行うことを目的とする施設であって、認可保育
所、地域型保育事業及び認定こども園以外のものの総称

◆利用料の有無や預かり時間の長短に関係なく、保育者
の自宅で行うものや少人数のもの、児童の居宅等に訪問
して行う事業も含まれる。

認可外保育施設とは・・・
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認可外保育施設の体系

認可保育施設

認可保育所

地域型保育事業

（家庭的保育事業、小規模保育事業、

事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業）

幼保連携型認定こども園

認可外保育施設

認証保育所

家庭的保育事業

事業所内保育施設、院内保育施設、

ベビーホテル、その他の施設

居宅訪問型保育事業

（いわゆるベビーシッター）

1. 認可外保育施設の概要
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認可外保育施設と江戸川区の関わり

◆事前指導
→電話相談など

◆届出
→設置（変更）届、休止・廃止届

◆報告
→運営状況報告（年１回）、事故報告等

◆立入調査、集団指導
→指摘事項がある場合、改善状況報告書を提出

◆その他（調査協力依頼等）
→厚生労働省からの調査、研修の案内等

1. 認可外保育施設の概要
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2. 認可外保育施設の届出

◆認可外保育施設の設置者は、事業の開始の日又は変更・
休止・廃止の日から１月以内に都道府県知事（江戸川区
長）へ届け出なければならない。

→児童福祉法第59条の2第1項又は第2項

◆規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、

50万円以下の過料に処する。

→児童福祉法第62条の4

認可外保育施設の届出義務
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届出の種別

◆設置届
事業開始後、様式及びその他添付書類により必要事項を届け出る。

→【事業者】別記第1号様式、別記第１号様式別紙3の1
添付書類 ①保育士証等の写し（保育従事者に有資格者がいる場合）

②保険会社との契約書類の写し

③事業パンフレット・しおり等

→【個 人】別記第1号様式、別記第１号様式別紙3の2
添付書類 ①保育士証等の写し（本人が有資格者の場合）

②保育に関する研修の修了証等

③マッチングサイト登録者は自身の情報が掲載された箇所

④保険会社との契約書類の写し

⑤事業パンフレット、しおり等

2. 認可外保育施設の届出
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届出の種別

◆変更届
事業開始後、届出事項※1に変更があった場合、変更内容を届け
出る。
→別記第2号様式
※1 ①施設の名称、所在地、連絡先

②設置者の氏名（名称）、住所（所在地）、連絡先

③管理者の氏名、住所

※上記の変更は届出が必須。その他必要に応じて提出を依頼する場合があります。

◆休止・廃止届
施設を休止又は廃止した場合、届け出る。
→別記第3号様式

※再開する場合は改めて設置届を提出する必要があります。

2. 認可外保育施設の届出
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3. 認可外保育施設の報告

◆運営状況報告
→毎年10月1日時点の施設の運営状況を報告

◆事故報告
→施設で重大な事故（死亡、重傷事故、食中毒など）が
発生した場合に報告

報告先
江戸川区子ども家庭部子育て支援課指導検査係
（電話：03-5662-0349 内線2868）

江戸川区への報告
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事故報告について

◆事故の発生及び再発防止に関する努力義務や、事故が
発生した場合における都道府県（江戸川区）への報告が
義務化。
→児童福祉法施行規則の一部を改正する省令（平成29
年厚生労働省令第123号）

3. 認可外保育施設の報告
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事故報告について

◆報告の対象となる重大事故の範囲

〇死亡事故

〇治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤

な事故等

※意識不明（人工呼吸器をつける、ICUに入る等）の事故
については、その後の経過にかかわらず、事案が生じた
時点で報告すること。

3. 認可外保育施設の報告
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事故報告の流れ

ベビーシッ

ター

江戸川区子育て支援課

指導検査係

こども家庭庁

消費者庁 等

3. 認可外保育施設の報告

第１報：原則事故発生当日
（遅くとも事故発生翌日）
第２報：原則１ヶ月以内

ベビーシッターからの報告
を受け、関係機関へ報告

13



4. 幼児教育・保育の無償化関係

① 江戸川区への届出（設置届）

② 江戸川区の「確認」を受けるための申請（確認申請）

③ 利用者が「保育の必要性の認定」を受けること

④ 国が定める認可外保育施設の基準を満たすこと

（証明書の交付を受けていること）

上記①～④を全て満たすことが必要です。

無償化の対象施設となるには
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証明書が交付されるには

◆立入調査又は集団指導の結果、「認可外保育施設指導
監督基準」を満たしている施設に交付

《指摘事項が無い場合》

→原則として、立入調査又は集団指導後に指摘事項が
ないことを確認した日の翌月１日付交付

《指摘事項がある場合》

→原則として、改善状況報告提出後、指摘事項の改善

を確認した日の翌月１日付交付

4. 幼児教育・保育の無償化関係
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証明書が交付されるには

◆「ここdeサーチ」への掲載について
令和6年4月1日に施行された改正児童福祉法により、認可外保育施設（法人・

個人事業主を問わず）が提供する保育サービスの内容について、現行の「書面で
の掲示」に加え、インターネット上（独立行政法人 福祉医療機構が運営する「こ
こdeサーチ」）における掲示が義務化されました。「ここdeサーチ」への掲示が
ない場合、認可外保育施設の指導監督基準不適合となります。

江戸川区においては、認可外保育施設各施設からの届出（設置届、変更届、休
止・廃止届）、運営状況報告（毎年10月1日現在）、立入調査及び集団指導結果
に基づき、江戸川区が「ここdeサーチ」の掲示内容を入力しています。（各施設
で入力する必要はありません。）

※「ここdeサーチ」の掲示内容の根拠となりますので、各届出は必要に応じて、
運営状況報告は毎年必ず提出してください。

4. 幼児教育・保育の無償化関係
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保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について

◆児童福祉法等の改正により、令和7年10月1日から、保
育所等の職員による児童虐待について、発見者の通報が
義務化されました。

この改正により居宅訪問型保育事業（ベビーシッター

事業）も通報の対象となります。

5.  保育所等の職員による虐待に関する通報義務等
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背景

◆保育所等における虐待等の不適切事案の頻発

→安心して保育所等に通わせられる環境整備の必要性

◆児童養護施設等では、職員による虐待等につき、発見
時の通告義務の仕組みがある。

→保育所等でも同様の仕組みを設ける必要がある。

5.  保育所等の職員による虐待に関する通報義務等
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児童福祉法の改正（令和７年４月）

◆保育所等の職員による虐待につき、児童養護施設等と同様
の規定を設ける。

・虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務

・区が行った措置に対する児童福祉審議会による意見

・都道府県による虐待の状況等の公表 など

◆虐待通告の対象となる施設・事業の範囲を拡大

→現行９施設に加え、20の施設・事業を追加
※次項参照

5.  保育所等の職員による虐待に関する通報義務等
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対象施設・事業

5.  保育所等の職員による虐待に関する通報義務等
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ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ
事業での虐
待も通告対
象になる



虐待行為とは

5.  保育所等の職員による虐待に関する通報義務等
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虐待行為の類型

5.  保育所等の職員による虐待に関する通報義務等
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通報先

5.  保育所等の職員による虐待に関する通報義務等
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施設等の所管部署が通報先となる

↓
江戸川区子ども家庭部子育て支援課指導検査係

電話03-5662-0349



【参考条文】

5.  保育所等の職員による虐待に関する通報義務等

24

児童福祉法
（被措置児童等虐待）

第33条の10 この節において、被措置児童等虐待とは、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、

小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業等、病児保育事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業若しく

は乳児等通園支援事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児

童心理治療施設、児童自立支援施設若しくは認可外保育施設（第59条第１項に規定する施設のうち、第６条の３第項から第12項まで又は第39条

第１項に規定する業務を目的とするものをいう。次項第５号において同じ。）の長、その職員その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者その他の

従業者、一時保護施設を設けている児童相談所の所長、当該一時保護施設の職員その他の従業者又は第33条第１項若しくは第２項の委託を受けて

児童の一時保護を行う業務に従事する者（以下「施設職員等」と総称する。）が、事業を利用する児童、委託された児童、入所する児童又は一時保護

が行われた児童（以下「被措置児童等」という。）について行う次に掲げる行為をいう。

一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。

三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前２号又は次号に

掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。

四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

２及び３ （省略）

（通告義務）

第33条の12 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県知事又は市町村長に通告しなければならない。

２～６ （省略）



【参考】

◆保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について
（こども家庭庁ホームページ）
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/
e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-
ce15d7b5018c/9bfb8838/20250908_policies_hoiku_154.pdf

◆保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等
に関するガイドライン

（こども家庭庁ホームページ）
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/66365/20250908_policies_hoi
ku_153.pdf

5.  保育所等の職員による虐待に関する通報義務等
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